別紙
誓約書
当社（個人にあっては私）は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記の事項のすべてを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記
· 申請に係る施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型風俗特殊営業に該当する施設ではありません。
· 申請する事業は、他の補助事業等において補助を受けている又は補助を受ける予定の事業ではありません。
· 会長から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。
· 申請書類等に不正等が判明した場合は、補助金の返還及び交付を受けた施設名などの情報を公表されることに同意します。
· 申請に記載された情報について、国及び地方公共団体から依頼があった場合及び連盟の他の業務で利用する必要が生じた場合、提供することに同意します。
· 当社（個人にあっては私）は、暴力団（熊本県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）ではなく、当社の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、又は使用人その他の従業員等、経営に参画するものをいう。以下同じ。）も、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではありません。
· 役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していません。
· 役員等は、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していません。
· 役員等は、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していません。
· 交付要項の規定を順守し、実績報告をはじめ、補助金額の確定のために必要な書類等について、遅滞なく提出します。
　公益社団法人　熊本県観光連盟会長　様
　　令和　　年　　月　　日

	施設所在地
	〒


	施設名称
	

	申請者住所
	〒


	氏　　名
（法人の場合は名称及び代表者職・氏名）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者印


別表
宿泊施設の事業実施に係る経費
	補助金の名称
	補助事業
	補助率
	一宿泊施設に対する補助上限

	
	補助対象経費の区分
	内容
	
	

	観光拠点支援事業費補助金
	観光拠点支援事業
	新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて実施する以下の取組みに要する経費
・感染防止に必要な物品の導入
・「新しい生活様式」に対応した業務改善や生産性向上に必要な備品の購入や職員研修等
・地元産農林水産物を活用した食事メニューの開発
・施設の安全性や地元産農林水産物を活用した食事等をPRするためのプロモーション
・その他、安全・安心を担保する取り組みや、宿泊者の増加に資する取組み
	４分の３を上限とする。
	旅館業法の営業許可申請の際に報告した収容人員（又は別に定める実施要領で規定する人員）に応じて、上限額は以下のとおりとする。
・25人以下
１０万円
・26人～50人
１５万円
・51人～100人
３０万円
・101人～150人
４５万円
・151人～200人
６０万円
・201人～250人
８０万円
・251人以上
１００万円




